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●保険料免除の所得要件と審査対象
免除制度 
の種類 政令で定める額 単身者 審査対象者

法定免除 ― ― 本人のみ

全額免除 （扶養親族等の人数＋１）×35万円＋
32万円 67万円

・本人
・配偶者
・世帯主

４分の３免除 扶養親族等の数 × 38万円＋88万円（原
則式） 88万円

半額免除 扶養親族等の人数 × 38万円＋128万
円（原則式） 128万円

４分の１免除 扶養親族等の人数 × 38万円＋168万
円（原則式） 168万円

学生納付特例 扶養親族等の人数 × 38万円＋128万
円（原則式）〔半額免除と同額〕 128万円 本人のみ

50歳未満 
納付猶予

（扶養親族等の人数＋１）×35万円＋
32万円〔全額免除と同額〕 67万円 ・本人

・配偶者


